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指定管理対象施設である総和地区スポーツ施設の設置目的に基づき、市民を中心とした施

設利用者に効果的なスポーツサービスの提供及び効率的な健康増進並びに安定的な施設管

理を行うため、地方自治法第２４４条の２第３項及び古河市都市公園条例(以下、「公園条例」

という)並びに古河市運動公園条例(以下、「運動条例」という)の規定により、施設管理及び

施設運営に関する業務を行う指定管理者を以下のとおり募集します。

１．募集の概要

（１）対象施設

中央運動公園（総合体育館、陸上競技場、温水プール、テニスコート、自由広場、サ

ッカー広場、その他）、丘里公園野球場兼ソフトボール場、北利根北公園野球場、北利根

北公園テニスコート、北利根南公園ソフトボール場、上大野グラウンド、小堤スポーツ

広場、これらの付属施設（駐車場、トイレ等）が対象施設（以下「総和地区スポーツ施

設」という）です。詳細は、別紙「施設の概要」をご参照ください。

（２）指定管理期間

令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までの５年間

（３）募集及び選定の方式 《 詳細は「７．募集等に関する事項」参照 》

「古河市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（以下、「手続条例」と

いう）」の規定により公募を行い、｢古河市公の施設指定管理者選定審議会（以下、｢選定

審議会｣という）｣の審査により指定管理者指定候補者を選定します。なお、審査内容は

応募書類審査及びプレゼンテーション審査となります。

（４）問い合わせ先

〒３０６－８６０１ 茨城県古河市長谷町３８番１８号 古河庁舎２階

古河市 教育部 スポーツ振興課 施設係

ＴＥＬ：０２８０－２２－５１１１ ＦＡＸ：０２８０－２２－７１１４

E-mail：sports@city.ibaraki-koga.lg.jp

２．対象施設の概要

（１）設置目的

スポーツ施設としては競技力の向上やスポーツを始めるきっかけづくり等、健康施設

としては健康づくり等、公園施設としては自然や家族・友達とのふれあい等を通じ、市

民の健康増進を目的とします。
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（２）施設の基本事項

別紙の業務仕様書 「４．対象施設の基本事項」のとおりです。

（３）施設の利用状況

別表１「過去４年間の利用人数実績（指定管理事業）」をご参照ください。

３．指定管理者が行う業務の範囲

（１）運営に関する業務

（２）利用に関する業務

（３）利用促進に関する業務

（４）保全に関する業務

（５）その他 市長が必要と認める業務

４．事業収支に関する事項

（１）指定管理事業

指定管理者は、市が支払う経費(以下、「指定管理料」という)と施設運営収入をもって

指定管理事業を実施してください。

設置管理条例で規定されている指定管理者が行う業務の範囲及び事業については、業

務仕様書に記載された水準を確保してください。

＜収 入＞ 指定管理事業

① 指定管理料

指定管理事業を実施するにあたり、施設運営及び施設管理に要する費用（下記③）か

ら事業運営収入（下記②）を減じた額が指定管理料となります。

指定管理料の上限額は ２１２，０００ 千円（税込）／年度 とします。

※指定管理料の上限額は、指定管理応募者の提案額により応募して審査を受け、その審

査で選定された指定管理候補者と市が協議のうえ最終決定します。また、上記の上限額

を超えた提案額により応募された場合は受付の時点で失格となりますので、ご留意くだ

さい。

【参考】過去４年間の指定管理料（税込）

単位：千円／年

② 事業運営収入

ア 利用料金収入

利用料金は、市の条例で定める額とし、指定管理者の収入となります。別表２「過

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

１８０，１５９ １７３，０４３ １７２，９３８ １７２，７５８



3

去４年間の利用料金収入（指定管理事業）」をご参照ください。

イ その他指定管理者が行う事業に係る収入

指定管理者は都市公園条例における行為・占用の申請を受けて許可することができ、

この許可に伴う使用料は指定管理者の収入となります。

＜支 出＞ 指定管理事業

③ 施設の管理・運営に要する費用

人件費、光熱水費、施設及び備品の修繕費、警備業務及び設備点検業務などの委託費、

その他の必要経費が含まれます。

なお、施設修繕については、次のとおりとします。

＜指定管理者による修繕＞

・修繕費について、年度ごとに予算５００万円を確保し、その予算内で１件１００万円

(税込)まで負担し、年度ごとに年度末の予算残額が１％未満となるよう計画的に修繕を

実施してください。

・施設名称、修繕箇所、修繕内容、優先度（高・中・低）、参考見積額を記載した修繕計

画表を作成し、市の担当職員と協議して優先順位を確定し、緊急以外は基本的に３者以

上の見積合せで業者選定し、修繕を実施してください。

＜市による修繕＞

・１件１００万円(税込)を超える工事または指定管理者が予算不足で実施できない１件

１００万円（税込）以下の修繕については、市が予算内で実施します。

ア 租税公課

指定管理料は消費税の課税対象となります。租税公課は適法にご対応ください。

＜収 入＞ 自主事業

④ 自主事業収入

指定管理者が企画した自主事業に伴う収入は、指定管理者の収入となります。

ア 自主企画事業収入

イ 目的外事業収入

＜支 出＞ 自主事業

⑤ 自主事業に係る経費

自主事業に係る施設利用料金等や目的外事業に係る行政財産使用料、人件費、光熱水

費等の経費については、指定管理者の負担となります。
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◎指定管理事業と自主事業の収支科目表

※上記の表は収支計画書の科目を限定するものではありません。

（３）自動販売機設置の取り扱いについて

施設内の自動販売機については、市と自動販売機設置者の間で、設置場所の貸付け契

約を締結しますので、自動販売機の設置に伴う賃貸借料は市の収入となります。

自動販売機の設置に伴い発生する電気料金については、自動販売機ごとに設置されて

いる電気量メーターにより計測した電気使用量から使用電気料金を案分して算出し、指

定管理者が自動販売機設置者に請求し、指定管理者の収入としてください。

また、施設利用者の利便性向上等のために自動販売機の増設等を希望する場合は、市

に相談してください。

（４）口座管理

指定管理事業に係る収入及び経費は、団体自体の口座とは別に総和地区スポーツ施設

指定管理専用の口座を開設して適切に管理し、指定管理事業に係る経理とその他の業務

に係る経理を区別して整理してください。また、自主事業に係る収入及び経費は、指定

管理専用の口座とは別の口座で適切に管理してください。

収 入 支 出

指
定
管
理
事
業

① 指定管理料 ③ 施設の管理・運営に要する費用

・人件費

・光熱水費

・修繕費

・報償費

・委託費

・消耗品費

・印刷製本費

・通信運搬費

・保険料

・公租公課（各種税金）

・その他経費等

② 事業運営収入

・利用料金収入

・その他指定管理者が行う事業に係る収

入

自
主
事
業

④ 自主事業収入

・自主事業収入

・目的外事業収入

⑤ 自主事業に係る経費

・施設利用料金

・目的外使用料

・その他経費等

・人件費

・光熱水費
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（５）指定管理料の支払いについて

指定管理料の支払い時期及び支払い方法は、指定管理者が提出する事業計画書及び収

支計画書に基づき、会計年度（４月１日から翌年３月３１日までの１年間）ごとに事前

に市と指定管理者が協議して年度協定書を締結して定めます。

５．リスク分担に関する事項

指定管理業務において通常必要となる経費以外で想定される経費については、次表の

とおりの分担とします。なお、次表は帰責事由が不明確になりやすい経費負担区分につ

いて責任の所在を示したものです。また、次表以外の経費負担区分が必要になった場合

は、市と指定管理者で別途協議のうえ決定します。
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◎主な通常経費以外の経費負担区分 ○印が、リスク負担者

項 目 内 容

負担者

市
指定

管理者

物価変動 人件費，物品費等物価変動に伴う経費負担 協議 協議

金利変動 金利の変動に伴う経費負担 ○

周辺地域・

住民及び施

設利用者へ

の対応

施設の設置及び運営等に関する住民反対運動，訴訟，要望

などへの対応に伴う経費負担
○

指定管理者が行う施設の管理，運営等に関する住民からの

訴訟，苦情，要望などへの対応に伴う経費負担
○

法令の変更

市で制定した法令変更の対応に伴う経費負担 〇

市以外で制定された法令変更の対応に伴う経費負担 〇

税制度の変更

施設管理，運営に影響する消費税等の税制・税率の変更に

伴う経費負担
○

指定管理者が負担すべき一般的な法人税等の税制・税率の

変更に伴う経費負担
○

許認可

市が取得すべき許認可の遅延に伴い指定管理者側に発生し

た経費負担
○

指定管理者が取得すべき許認可の遅延に伴い市側に発生し

た経費負担
○

政治，行政

的理由によ

る事業変更

政治，行政的理由から，施設管理，運営業務の継続に支障

が生じた場合，又は業務内容の変更を余儀なくされた場合

の経費及びその後の維持管理における当該事情による経費

負担

○

不可抗力

不可抗力（暴風，豪雨，洪水，地震，落盤，騒乱，暴動そ

の他の市又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことので

きない自然的又は人為的な現象）に係る施設，設備の修復

に伴う経費負担

協議 協議

書類の誤り

指定管理の募集要項や業務仕様書など市が責任を持つ書類

の誤りに伴う経費負担
○

指定管理の事業計画書や収支計画書など指定管理者が提案

した内容の誤りに伴う経費負担
○
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※１ 自然災害(地震・台風)等により、建物・設備等が復旧困難な場合は、指定管理業務

の一部または全部の停止を命じることがあります。また、それが復旧可能な場合は復

旧に要する経費負担について市と指定管理者が協議のうえ決定します。

※２ 建物・設備等に関する事故・負傷等が発生した際は、発生時は指定管理者が速やか

に対応し、その後の対応については市と指定管理者が協議のうえ決定します。

６．応募者に関する事項

（１）応募資格

指定管理者募集書類で求める内容のとおり履行できる法人又はその他の団体（複数の

団体が共同するグループを含む。）とします。

（２）欠格事項

次のいずれかに該当する法人等は、申し込みの資格がありません。

項 目
内 容

負担者

市
指定

管理者

資金調達

市から指定管理者への支払い遅延に伴う経費負担 ○

指定管理者から契約業者への支払い遅延に伴う経費負担 ○

施設・設備等

の損傷

指定管理者の故意又は過失による経費負担 ○

施設・設備の設計・施工の原因による経費負担 ○

上記以外の経費負担(経年劣化・第三者の行為で相手が特定

できないもの等)
協議 協議

修繕

1件あたり 100 万円以下の修繕に伴う経費負担 協議 ○

1件あたり 100 万円を超える工事に伴う経費負担 ○ 協議

第三者への

賠償

指定管理者の管理不足による経費負担 ○

上記以外の理由に伴う経費負担 ○

セキュリ

ティ
警備不備等による情報漏えい，犯罪発生に伴う経費負担 ○

事業終了時

の費用

指定管理の履行期間が終了または期間中途での指定管理者

の撤収に伴う経費負担
○
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① 破産者で復権を得ない法人等

② 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、法人等が、地方自治法第９２条

の２、第１４２条に抵触している場合。ただし、市が資本金、基本金その他これらに

準ずるものの２分の１以上を出資している法人を除く

③ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同法施行令第１６７条の１１第１項の規

定により準用する場合を含む。）の規定により、一般競争入札の等の参加を制限されて

いる法人等

④ 国税、都道府県税及び市町村税等（当市分に関しては、市税、下水道使用料及び下

水道受益者負担金）を滞納している法人等

⑤ 古河市暴力団排除条例（平成２３年条例第３２号）第２条第１号から第４号までの

いずれかに該当するものが役員就任や経営関与等を行っている法人等

（３）グループ応募

複数の団体が共同団体（以下「グループ」という）として応募する場合は、以下の

事項に留意してください。

① グループ応募の場合は、グループの名称を設定してください。なお、応募時にお

けるグループ名は、指定後、正式な指定管理者名となります。

② グループ応募の場合は、代表となる団体（以下、「代表団体」という）を選定して

ください。なお、代表団体及び構成団体の変更は原則として認めません。

③ 募集説明会兼現地見学会へは、すべての構成団体が出席してください。参加人数

は各構成団体とも２名以内とします。

④ グループ応募の場合は、「８．（１）応募書類」のオ～セを構成団体ごとに提出し

てください。

⑤ グループ応募の場合は、すべての構成団体が、欠格事項に該当しないこととしま

す。

⑥ グループの構成団体は、他のグループの構成団体となり、又は単独で応募を行う

ことは出来ません。

７．募集等に関する事項

（１）スケジュール

ア 募集書類の配布 令和８年５月１３日(水)～６月３日(水)

イ 募集説明会兼現地見学会の受付 令和８年６月３日(水)

ウ 募集説明会兼現地見学会の開催 令和８年６月８日(月)

エ 募集に関する質問受付 令和８年６月１５日(月)

オ 募集に関する質問回答 令和８年６月２５日(木)

カ 応募書類の受付 令和８年７月８日(水)～７月１７日(金)

キ 審査（選定審議会） 令和８年９月下旬予定
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ク 審査結果の通知 令和８年１０月中旬予定

ケ 指定管理者指定候補者との協定協議 令和８年１２月予定

シ 指定管理者の指定 令和８年１２月予定

ス 指定管理者との協定締結 令和９年１月予定

（２）募集手続き

ア 募集書類の配布

募集書類：募集要項、業務仕様書、その他の関係書類

配布期間：令和８年５月１３日（水）～令和８年６月３日（水）

配付方法：古河市ホームページからダウンロードまたは窓口配布

【古河市ＨＰ】http://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/

【窓口】古河市 教育部 スポーツ振興課 施設係

（茨城県古河市長谷町３８番１８号 古河庁舎２階）

※窓口配布は平日９時～１7時です。

イ 募集説明会兼現地見学会の受付

募集説明会兼現地見学会の参加申込を受け付けます。なお、募集説明会兼現地見

学会に参加した団体（グループの場合は全ての構成団体が参加した場合）のみ応募

を受け付けますので、ご留意ください。

申込期限：令和８年６月３日（水）

申込書類：募集説明会兼現地見学会参加申込書（別紙様式１）

申込方法：古河市スポーツ振興課にメール申込

Ｅ‐mail：sports@city.ibaraki-koga.lg.jp

ウ 募集説明会兼現地見学会の開催

開 催 日：令和８年６月８日（月）

受付時間：午後１時１５分から午後１時３０分まで

※受付の際にメールアドレスが記載されている名刺をご提出ください。

開催時間：午後１時３０分から１時間３０分程度

説明会場：中央運動公園 総合体育館 会議室

（茨城県古河市下大野２５２８番地）

見学施設：中央運動公園（総合体育館、温水プール、陸上競技場）

※参加人数は各団体２名以内とします。

※募集説明会兼現地見学会当日は、募集書類を各自でご持参ください。

※募集説明会兼現地見学会に参加した団体（グループの場合は全ての構成団体が

参加した場合）のみ応募を受け付けますので、ご留意ください。
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エ 募集に関する質問

募集書類の内容に関する質問を受け付けます。

質問日時：令和８年６月１５日（月）午前９時から午後４時まで

質問書類：質問書（別紙様式２）

質問方法：古河市スポーツ振興課にメール提出

Ｅ‐mail：sports@city.ibaraki-koga.lg.jp

※上記以外の方法による質問は受け付けません。

オ 募集に関する質問回答

募集書類の内容に関する質問について以下のとおり回答します。

回 答 日：令和８年６月２５日（木）

※説明会参加者全員にメール回答いたします。

※意見又は要望と解されるもの、質問内容が不明瞭なもの等については、回答し

ません。

カ 応募書類の受付

応募書類を次のとおり受け付けます。

受付期間：令和８年７月８日（水）から７月１７日（金）まで

受付時間：平日９時から１６時まで（正午から午後１時までを除く）

提出場所：古河市 教育部 スポーツ振興課 施設係 窓口

（茨城県古河市長谷町３８番１８号 古河庁舎２階）

書類部数：応募書類１０部（正本１部、副本９部）

提出方法：持参してご提出ください。

※募集説明会兼現地見学会に参加した団体（グループの場合は全ての構成団体が

参加した場合）のみ応募を受け付けます。

キ 審査（選定審議会）

応募書類審査およびプレゼンテーション審査を行い、最も適当と認める指定管理者

指定候補者を選定します。

ク 審査結果の通知・公表

審査の結果は、令和８年１０月中旬を目安に郵送で通知します。また、後日、古河

市ホームページに結果（公開項目）を掲載します。

ケ 指定管理者指定候補者との協定協議又は仮協定締結

市は指定管理者指定候補者に選定された団体と協議を行い、委託費や業務の細目事

項について定める協議を行います。または仮協定を締結します。
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コ 指定管理者の指定

議会の議決を受け、指定管理者指定候補者を指定管理者に指定します。

サ 指定管理者との協定締結

指定管理者の指定後、本協定とする日を通知することにより、仮協定は書き替える

ことなく本協定書になります。

【仮協定を締結しない場合】

指定管理者の指定後、委託費や業務の細目事項について協定を締結します。

８．応募に関する事項

（１）応募書類

受付期間内に以下のとおり応募書類を提出してください。使用する用紙の規格は、原

則Ａ４縦長とし、図面など規格を超えるものはＡ４の大きさに折り曲げてください。

また、インデックス等で応募書類を見やすく整理してください。

提出部数 正本１部 副本９部

※ 登記事項証明書と納税証明書は、正本に原本を添付し、副本に原本の写しを添付

してください。

ア 指定管理者指定申請書（様式第１号）

イ 総和地区スポーツ施設 指定管理事業計画書（様式１）

ウ 総和地区スポーツ施設 指定管理収支計画書（様式２）

エ 総和地区スポーツ施設 申請表明書兼誓約書（様式３）

オ 財産目録

カ 定款又は規約等、それに準ずるもの（最新のもの）

キ 登記事項証明書又はこれに準ずるもの

ク 法人等の収支予算書及び事業計画書（最新のもの）

ケ 法人等の収支決算書及び事業報告書（最新２年間のもの）

コ 理事、評議員又は役員名簿及び理事又は役員の経歴を記載した書類

サ 監査結果資料又はこれに準ずるもの

シ 類似施設の業務実績を記載した書類

ス 国税、都道府県税、市町村税に関する納税証明書、又は未納が無いことの証明書（過

去２年間について確認できるもの）

①国税＝法人税、消費税及び地方消費税

②都道府県税＝法人都道府県民税、法人事業税

③市町村税＝法人市町村民税、固定資産税及び都市計画税

※課税されていない場合は、その理由を提出すること。（任意様式）

セ 団体の概要がわかるもの（パンフレット等）

ソ 労働者の賃金や労働時間等の労働条件がわかるもの（就業規則、給与規程等）
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タ グループ応募構成届（様式４） ※グループ応募の場合のみ

チ その他 市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。

（２）留意事項

ア 応募の辞退

応募後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出してください。

イ 費用負担

応募に要する経費等はすべて応募団体の負担とします。

ウ 応募書類等の返却

応募書類等は、理由の如何にかかわらず返却しません。

指定されなかった応募団体の応募書類は、指定管理者指定後速やかに廃棄します。

エ 応募書類の著作権

応募書類の著作権は、指定管理者決定までの間は応募団体に、指定管理者決定後は

指定管理者に指定された団体の応募書類の著作権は市に帰属します。

ただし、市は指定に必要な場合には、応募書類の内容を無償で使用できるものとし

ます。指定されなかった応募団体の応募書類の著作権は、応募団体に帰属します。

オ 応募書類の情報公開

応募書類は、指定管理者選定審議会で審議されるほか、議会における審議で使用さ

れる場合があります。また、応募書類は、応募団体による特別な開示に関しての記載

がない限りは、市に対する情報公開の開示請求の対象文書となります。指定されなか

った応募団体の応募書類はこれに該当しません。

カ 応募内容の不備

指定管理者決定後、指定管理者に指定された団体の応募書類に記載漏れや虚偽記載

があったことが発覚した場合には、指定取り消しの対象となります。

９．選定に関する事項

（１）選定方法

手続条例に基づき設置された選定審議会において、評価基準をもとに選定します。応募

団体からの指定管理者事業計画書（様式１）及び指定管理者収支計画書（様式２）等を

総合的に点数評価し、プレゼンテーション・質疑応答を行った結果をもとに書類審査の

得点に修正を加え、最も適当な指定管理者指定候補者を選定します。また、プレゼンテ

ーションでは、団体は市に提出した応募書類のみを使用し、追加資料、パソコンやプロ
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ジェクター等の機器は使用できませんのでご留意ください。

（２）評価基準

手続条例第 4条に定められた選定基準に基づき設定した｢総和地区スポーツ施設評

価基準｣により評価します。別紙「総和地区スポーツ施設評価基準」を踏まえて事業提

案をしてください。

（３）審査方法

審査項目に対する得点の合計を総合得点とし、総合得点が選定審議会で定める最低

基準を満たし、かつ得点が最も高い団体を指定管理者指定候補者として選定します。

（４）選定審議会

ア 選定審議会は、市民や学識経験者等により構成され、選定基準の検討や応募団体の

評価等を行い、公平・公正に指定管理者指定候補者を選定します。

イ 選定審議会は、原則、非公開とします。

１０．協定に関する事項

（１）協定の締結

市は、議会の議決を受け、指定管理者指定候補者を指定管理者として指定するとともに、

指定された指定管理者と細目協議を行い、指定期間全般を通じた基本協定と令和９年度に

係る年度協定を締結します。

なお、本協定の締結について古河市議会が議決しなかった場合又は否決した場合は、応

募団体が応募に関して負担した費用(準備行為を含む)は一切補償しません。

（２）協定の締結時期

ア 基本協定 令和９年１月を予定しています。

イ 年度協定 令和９年２月を予定しています。

（３）基本協定の主な項目

ア 指定期間に関する事項

イ 事業計画に関する事項

ウ 利用料金に関する事項

エ 市が支払うべき管理費用（指定管理料）に関する事項

オ 事業報告、業務報告およびモニタリングに関する事項

カ 指定の取り消し及び管理の業務の停止に関する事項

キ 物品の所有権の帰属に関する事項

ク 利用者等に係る個人情報の保護に関する事項
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ケ 管理に当たって保有する情報の公開に関する事項

コ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

（４）年度協定の主な項目

ア 年度協定の期間に関する事項

イ 指定管理料

ウ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

（５）協定が締結できない場合の措置等

指定管理者が、協定締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取り消し、

協定を締結しないものとします。

ア 正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。

イ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定にいずれか該当することとなったとき。

ウ 財務状況の悪化等により、管理業務の履行が確実でないと認められるとき。

エ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められ

るとき。

１１．引き継ぎに関する事項

指定管理者に指定された団体は、業務開始日より円滑かつ支障なく施設の管理業務を

遂行できるよう事前に各業務の習得及び必要な引き継ぎを受けるものとします。

なお、引き継ぎ及び準備行為の実施に要する費用は、指定管理者の負担とします。

１２．その他の注意事項

（１）市と指定管理者の協議について

ア 指定管理者が施設の管理運営業務に係る各種規程又は要綱等を作成するときは、市

と協議を行うこと。

イ 業務仕様書又は協定書に記載のない事項が生じた場合や協定書の解釈に疑義が生

じた場合は、市と指定管理者は誠意を持って協議を行うこと。

（２）再委託について

指定管理業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできません。ただし、

事前に市の承認を受けた場合には、指定管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わ

せることができます。

（３）保険の加入

施設の管理上の瑕疵に起因する事故や事業実施中の事故等、指定管理者の責任において

生じた賠償責任については、指定管理者が賠償・補償を行うこととなります。
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そのため、指定管理者は必要な保険に加入し、当該保険により対応することとします。

なお、施設そのものの瑕疵等、市の責任において生じた賠償責任については、市が加入

する「全国市長会の市民総合賠償補償保険」の対象となり、市の責任において賠償・補償

を行うこととします。

１３．様式及び資料

（１）別紙 総和地区スポーツ施設評価基準

（２）様式第１号 指定管理者指定申請書

（３）様式１ 指定管理者事業計画書

（４）様式２ 指定管理者収支計画書

（５）様式３ 申請表明書兼誓約書

（６）様式４ グループ応募構成届

（７）別紙様式１ 募集説明会兼現地見学会参加申込書

（８）別紙様式２ 質問書

（９）資料 平面図 【募集説明会兼現地見学会配布】

（10）資料 年度別施設利用者数 【募集説明会兼現地見学会配布】

（11）資料 年度別収支状況資料 【募集説明会兼現地見学会配布】

（12）資料 備品台帳 【募集説明会兼現地見学会配布】

１４．参考例規

（１）古河市都市公園条例

（２）古河市都市公園管理規則

（３）古河市中央運動公園管理規則

（４）古河市運動公園条例

参考資料 【全国市長会市民総合賠償保険の加入内容】

（１）賠償責任保険 Ｆ－５型②

・賠償責任保険 身 体 （１名につき） 200,000 千円

（１事故につき） 2,000,000 千円

財 物 （１事故につき） 20,000 千円

（２）補償保険 Ｆ－５型②（１口）

・補償金額 死 亡 1,000 千円

後遺障害 30～1,000 千円

・医療補償保険 入 院 10～150 千円

通 院 5～60 千円
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（５）古河市運動公園条例施行規則

（６）古河市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

（７）古河市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

（８）古河市情報公開条例

（９）古河市情報公開条例施行規則

（10）古河市個人情報保護条例

（11）古河市個人情報保護条例施行規則

（12）古河市暴力団排除条例

様式、参考例規及び一部の資料は、古河市公式ホームページからダウンロードができます。

また、募集説明会兼現地見学会で配布する資料もありますので、ご留意ください。


